
報 告

岡山県教育委員会規則の改正等について

このことについて，岡山県教育委員会の権限に属する事務の一部委任等

に関する規則（昭和４２年岡山県教育委員会規則第１２号）第３条第３項

の規定に基づいて，別添のとおり専決処理しましたので報告します。

令和４年７月１日

岡山県教育委員会教育長

鍵 本 芳 明



R4.7.1　教育委員会資料

改 正 す る 規 則 等 主 な 改 正 内 容 頁

①教育職員の免許状に関する規則【一部改正】
（昭和36年岡山県教育委員会規則第10号）

2

②教育職員の免許状の有効期間の更新等に関す
る規則【廃止】
（平成20年岡山県教育委員会規則第23号）

2

③許認可事務等標準処理期間要綱【一部改正】
（平成9年岡山県教育委員会告示第4号）
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　　令和４年７月１日

教育委員会規則等改正一覧

１　改正内容

（R4.7.1施行）
教育職員免許法等の一部改正により、令和4
年7月1日から教員免許更新制が廃止される
ことに伴い、教員免許の更新手続について
定めた規定を削除する等の所要の改正を行
う。

２　施行期日
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（ 目 次 ） 教 育 職 員 の 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 規 則 （ 県 例 規 集 登 載 ）

◎ 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 九 号

教 育 職 員 の 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 四 年 七 月 一 日

岡 山 県 教 育 委 員 会

教 育 職 員 の 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 規 則

（ 教 育 職 員 の 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 教 育 職 員 の 免 許 状 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 岡 山 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 五 項 を 削 る 。

第 二 条 の 二 第 四 号 を 削 る 。

第 二 条 の 四 第 一 項 中 「 第 十 六 条 の 二 第 一 項 」 を 「 第 十 六 条 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 を

削 る 。
第 二 条 の 五 第 四 号 を 削 る 。

第 三 条 第 四 項 中 「 第 三 十 八 項 」 を 「 第 三 十 五 項 」 に 、 「 第 三 十 九 項 」 を 「 第 三 十 六

項 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 及 び 第 六 項 を 削 る 。

第 三 条 の 二 第 二 項 を 削 る 。

第 四 条 第 二 項 を 削 る 。

第 六 条 第 二 項 を 削 る 。

第 七 条 第 一 項 中 「 第 五 条 第 六 項 」 を 「 第 五 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

第 十 条 の 二 中 「 第 五 条 第 三 項 」 を 「 第 五 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 十 三 の 表 中 「 第 三 十 八 項 及 び 第 三 十 九 項 」 を 「 第 三 十 五 項 及 び 第 三 十 六

項 」 に 改 め る 。

「 授 与 条 件

様 式 第 十 一 号 中 を

有 効 期 間 の 満 了 の 日 年 月 日 」

「 授 与 条 件

に 改 め る 。

」

（ 教 育 職 員 の 免 許 状 の 有 効 期 間 の 更 新 等 に 関 す る 規 則 の 廃 止 ）
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第 二 条 教 育 職 員 の 免 許 状 の 有 効 期 間 の 更 新 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 年 岡 山 県 教 育 委

員 会 規 則 第 二 十 三 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 教 育 職 員 の 免 許 状 に 関 す る 規 則 に 定 め る 様 式 に よ る 用

紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。
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